
㊗ 佐田小学校１１９回目の入学式 

そして最後の入学式 
令和８年４月１３日（月）午前１０時から、宇佐市立佐田小学校第１１９回入学式が行わ

れました。来年度から、小学校が統廃合され佐田小・津房小・深見小の児童は安心院小学校

に統合し学ぶこととなります。 

従って、今回の新入生１名「ひらさき」くんが佐田小学校最後の新入生ということになり

ます。これは、歴史に残る・そして記憶に残り佐田地区で末永く語り継がれて行くことでし

ょう、入学おめでとう！ 
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散歩道で思ったこと 

健康・体力・姿勢維持のため時間を見つけて 散歩を楽しんでいます 

道路が狭い 大型車の交通が多い と いった道路を避けて 

交通（車）が少ない 空気が澄んでいて 景色が良く 鳥の鳴き声が聞こえる 場所 

散歩道を選んでいます 今のところ 上ノ原の台地を 歩くのが お気に入りです 

先日は 調子が良く 気分が乗っていたので 

 大きく深呼吸をしながら 

上ノ原を通過して 楢本の地獄・極楽まで 足を延ばしました 

ゆっくり のんびり 時間をかけて 体を動かしながら 思ったこと 

もうすぐ 

５月 端午の節句（こどもの日） 

五月人形 鯉のぼり 菖蒲湯 柏餅 ちまき 頭に浮かびます 

子どもの頃は この時期になると 鯉のぼりをよく目にしていた 

今はと 言うと ほとんど見ない 子どもが少ないんだと 実感した 

散歩道を散策しながら 気づいたことは 

お墓が多いことだ 家の数よりもはるかに多い 

長年 誰も来ていないようなお墓も見受けられた 

鯉のぼりを見ない 子どもが少ない 

このお墓たちは どうなっていくのだろうと 心配になった 

 

佐田公民館だより QRコード 

スマホからカラーで閲覧できます。 

4 月１日から自転車の違反に新しい制度が導入されました 

以下はその概要です 

・反則金制度：自転車の運転者が違反した場合、交通反則告知書（青切符）が交付され反

則金を納付することで刑事手続きが行われず、前科もつきません。 

・対象者：１６歳以上の運転者が対象となり１６歳未満には原則として指導警告が行われ

る。 

・違反内容：歩道を走行したり、スマホを見たりする行為が数千円から１万２千円の反則

金対象となります。 

・違反の種類：合計１１３種類の違反が対象となり違反の履歴は警察に記録され繰り返す

と講習命令や刑事罰の可能性があります。 

・目的：安全で安心な自転車利用を促進するための制度です。 

この新制度により、自転車の交通ルールが厳格化されることになります。 

なお、ヘルメット着用は努力義務で着用しなくてもよいのですが。しかし、着用してい

ないと警察官から見れば目立つため、他の青切符対象違反を指摘されかねません、ヘルメ

ットを着用することで優良サイクリストとしておおめに見てくれるかも？ 

くれぐれも安全第一でお願いします。（そのうち、歩行者にもヘルメット着用を努力義務

とするなどと言い出すかも。） 


